
重要事項説明書（居宅介護支援事業） 

 あなたに対する居宅介護支援事業の提供開始にあたり、厚生省令第３８号第４条に基

づいて、当事業所があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

１ 当事業所経営法人の概要 

 法人の名称  社会福祉法人 七恵会 

 法人所在地  〒４３５-００５７ 

 静岡県浜松市中央区中田町５８４ 

 代表者氏名  理事長 増田 公基 

 電話番号  ０５３－４１１－００１１ 

 設立年月日  平成９年７月３０日 

 

２ 当事業所の概要 

 事業所の名称 

 指定番号 

 居宅介護支援センター長上苑 

 静岡県知事指定 第２２７７１００２０８号 

 所在地  静岡県浜松市中央区中田町５８４番地 

 電話番号  ０５３－４１１－００１１ 

 通常の事業の実施地域  浜松市中央区（雄踏・舞阪を除く）・浜名区（引佐・細江・三ケ日を

除く）の区域 

 

３ 事業の目的 

    当事業は、介護保険法令に従い、利用される方が、保健、医療、福祉サービスを適

切に利用できるよう、要介護者ご本人又はご家族等の依頼を受けて居宅サービス計画

を作成します。 

 

４ 当事業所の職員体制及び業務内容 

 職 種  資格等  員数  業務内容 

 管理者  主任介護支援専門員    １  管理者は事業所の従業者の管理

及び業務の管理を一元的に行う。 

 介護支援専門員  介護支援専門員  ３人 

以上 

①市町村の委託を受けて行う訪問

調査 

②要介護認定のための申請代行 

③居宅サービス計画の作成 

④サービス事業者との連絡調整 

⑤医療機関等との連携 

⑥障害福祉制度の相談支援専門員 

との連携 

⑦介護保険施設の紹介 

⑧その他必要な援助 



５ 営業時間 

 営業日  月曜日～金曜日。ただし、１２月２９日～１月３日までを除く。 

 営業時間  ８：３０～１７：３０ 

 備 考  電話相談は、下記番号にて24時間対応しています。 

４１１－００１１（日中） ０９０－８１８７－７４５７（夜間）  

 

６ 利用料 

要介護又は要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負

担はありません。 

但し、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、１月

あたり下記の金額をいただき、当事業所よりサービス提供証明書を発行いたします。 

このサービス提供証明書を後日市町村役場に提出しますと、全額払い戻しを受けら

れます。 

利用料金 

担当件数が45件未満の場合 １ヵ月あたり 

 要介護１・２ １１，０８８円 

 要介護３・４・５ １４，４０６円 

担当件数が45～60件未満の場合（45以上60未満の該当者のみ） 

 要介護１・２  ５，５５４円 

 要介護３・４・５  ７，１８７円 

担当件数が60件以上の場合（60以上の該当者のみ） 

 要介護１・２  ３，３２８円 

 要介護３・４・５  ４，３０８円 

 

上記に加え下記が必要に応じて加算されます。 

特定事業所加算（Ⅱ） ４，２９８円 

特定事業所医療介護連携加算      １，２７６円 

初回加算 ３，０６３円 

通院時情報連携加算 ５１０円 

入院時情報連携加算（Ⅰ）      ２，５５２円 

入院時情報提供加算（Ⅱ）      ２，０４２円 

退院・退所加算（Ⅰ）イ      ４，５９４円 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ      ６，１２６円 

退院・退所加算（Ⅱ）イ     ６，１２６円 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ ７，６５７円 

退院・退所加算（Ⅲ）      ９，１８９円 

ターミナルケアマネジメント加算      ４，０８４円 

緊急時等居宅カンファレンス加算      ２，０４２円 



７ 交通費実費 

利用者の居宅が、当該事業所の通常の事業実施地域以外にある場合は、交通費

として、通常のサービス実施地域を越えた距離１kmあたり３０円をいただきま

す。（往復） 

 

８ 苦情申し立て窓口 

 苦情相談窓口  担当者    松岡 徹 

 電話番号  ０５３－４１１－００１１ 

 ＦＡＸ    ０５３－４１１－００１２ 

                                                                            

この他、市町村や国民健康保険団体連合会窓口に苦情を申し立てることができます。 

浜松市中央福祉事業所 

長寿支援課 

東行政センター内 

浜松市中央区流通元町２０番３号 

電話０５３－４２４－０１８４ 

静岡県福祉サービス運営

適正化委員会 

静岡市葵区城内町１番１号（静岡県社会福祉協議会） 

電話０５４－６５３－０８４０ 

国民健康保険団体連合会 静岡市葵区春日２丁目４番３４号 

静岡県国民健康保険団体連合会（介護保険課） 

電話０５４－２５３－５５９０（苦情専用） 

午前９時００分から午後５時００分（平日のみ） 

 

９ サービス・契約の終了 

   事業所は正当な理由なく、居宅介護支援サービスの提供を拒否することはありま

せん。ただし、以下の場合は、居宅介護サービスを中止させていただくとともに。

ただちに当該市町に状況報告を致します。 

  ①介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わない等により、要介護状態等

の悪化をもたらす場合 

  ②偽りその他の不正行為によって保険給付を受け、または受けようとした場合 

  ③下記のような行為があり、ハラスメントに該当するとみなされる場合 

  ■暴力又は乱暴な言動、無理な要求 

  ・物を投げつける 

  ・刃物を向ける、服を引きちぎる、手を払いのける 

  ・怒鳴る、奇声、大声を発する 

  ・対象範囲外のサービスの要求 

  ■セクシャルハラスメント 

  ・介護従事者の体を触る、手を握る 

  ・腕を引っ張り抱きしめる 

  ・ヌード写真を見せる 

  ・性的な話し卑猥な言動をする など 

  ■その他 



  ・介護従事者の自宅の住所や電話番号を聞く 

  ・ストーカー行為 など 

 


